
技術士試験対策講座 
（上下水道部門） 

 

平成２７年 
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■講習対象は総合技術監理部門を除く技術
部門（上下水道部門）とする。 
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技術士試験の受験に当たって 

■動機づけ 

①技術者としてメシを食っていくために腕を磨く 

  ・国家資格技術者としての自覚・自信、継続 

   的技術研鑽 （資質の向上）                                         

②技術系企業の社員としての責務 

  ・顧客の信頼を得て質の高いサービスを提 

   供し、受注を獲得して継続的な健全経営を 

   支える。 

③技術力で社会に貢献する 
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■技術士資格の必要性 

  ・仕事をたくさんすることによって技術力は磨 

   かれるが、それは職人技である。 

   

  ・技術者として職人技はもちろん必須である 

   が、併せて幅広い知識や見識などを得る 

   ために継続的な技術研鑽が必要である。 

 

  ・企業及び技術者がより良い仕事をさせて 

   もらうための手段である。  
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■技術士資格の意義 

企業が高度で成熟した受注環境の中で生き抜い
ていくためには、顧客の要求に卓越したサービス
で応えなければならない。そのためには企業が強
固で健全でなければならず、それを支える大きな
柱が技術力である。 

技術力とは単に知識だけではなく、自己研鑽によ
る見識や倫理観を併せ持った技術者の力である。 

技術士には「資質向上の責務」が求められており、
そこにこの資格の意義がある。（それは勉強をする
癖をつけることである） 
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★技術士試験ガイドライン 
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筆記試験改正点（平成２５年より） 
旧記述６００字×９枚、６時間（平均４０分／枚） 新記述６００字×７枚、４時間（平均３４分／枚） 

選択科目 

専門知識と応用能力 記述
式６００字×６枚＝３６００字 

３時間
３０分 

５０点 

必須科目 

「技術部門」全般にわたる
論理的考察力と課題解決
能力 記述式６００字×３枚 

＝１８００字 

２時間
３０分 

５０点 
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筆記試験合格者 

技術的体験論文の提出 

必須科目 

「技術部門」全般にわたる専
門知識 択一式２０問出題 

１５問解答 

１時間
３０分 

３０点 

選択科目 

専門知識と応用能力 記述
式６００字×４枚＝２４００字 

２時間 

４０点 

選択科目（新設） 

課題解決能力 記述式６００
字×３枚＝１８００字 

２時間 

４０点 

廃止 

受験申込時の業務経歴票を見直し 

記述方法参考 

（技術部門全般→選択科目） 



口頭試験の改正（平成２５年より） 
旧 新 

試問事項 配点 試問時間 試問事項 配点 試問時間 

Ⅰ．受験者の技術的体験を中心とする経
歴の内容と応用能力 

・技術的体験論文を口頭試験前に提出さ
せて、論文と業務経歴により試問 

45分 

Ⅰ．受験者の技術的体験を中心とする経
歴の内容と応用能力 

・筆記試験における答案（課題解決能力を
問うもの）と業務経歴により試問 

20分 

（10分程度
延長可） 

①「経歴及び応用能力」 40点 ①「経歴及び応用能力」 60点 

Ⅱ．必須科目及び選択科目に関する技術
士として必要な専門知識及び見識 

②「体系的専門知識」 20点 

③「技術に関する見識」 20点 

Ⅲ．技術士としての適格性及び一般的知
識 

Ⅱ．技術士としての適格性及び一般的知
識 

④「技術者倫理」 10点 ②「技術者倫理」 20点 

⑤「技術士制度の認識その他」 10点 ③「技術士制度の認識その他」 20点 
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技術士試験の傾向 

■記述式解答が減少すると同時に試験時間も 

  短縮された 

○体験論文 

平成１９年に体験論文（６枚３６００字）が廃止され
て口頭試験用の提出となったが、平成２５年には
それも廃止された。 

 

○必須科目 

必須科目が記述式から択一式となった。 
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○解答枚数と試験時間 

平成２５年以降記述式の解答は用紙９枚から７枚 

となり、全体の試験時間も６時間から５時間半に 

なった。 
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体験と必須の論文が廃止されたことで経験や業種によ
る不公平感が低減された感がある。 

特に、体験論文の内容は技術的課題や解決策につい
て比較的高い水準が要求され、ハードルが高かった。 



■若手技術者に有利 

必須科目が択一式になったことにより幅広い知
識の習得が要求され、熟年技術者には荷が重く
なると同時に経験に裏付けられた論旨展開（記
述）によるフォローできなくなった。 

また、必須科目で要求されていた「論理的考察
力」と「課題解決能力」は、同様の設問スタイル
で新設された選択科目Ⅲにおいて「論理的考察
力」が削除されている。 
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論文を「いかに書くか」というより「どのように解決す
るのか」といった具体論を重要視か。 
 



■選択科目の要求項目が三段構えとなった 

○専門知識 １枚×２問 

○専門知識と応用能力 ２枚×１問 

○課題解決能力 ３枚×１問 

 

■設問が分かり易くなった 

「下記の内容について記述せよ」、「以下の問い
に答えよ」というように解答すべき項目が記され
ている。以前は設問の中から回答者自身が項
目立てをしていた。いわば目次案を作ってもらっ
たようなものである。 
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■筆記試験のまとめ 

○改正前の必須科目は記述式で技術部門（上
水・下水）全般にわたる論理的考察力と課題解
決能力を問うもので、的が絞りにくく難解であっ
たが、これが択一式になり技術部門全般の専門
知識を習得すればクリアできることになった。 

（かなり勉強する必要あり  これが技術士に 

 求められる要素） 

○業種や経験といったファクターより幅広く専門
知識を習得した方が有利であり、合格のチャンス
が平等化された。 

○門戸が広くなり合格へのハードルが下がった 
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■口頭試験のポイント 

○①「経歴および応用能力」の配点は４０点から６
０点に増やされた。体験論文が廃止された分、こ
こで受験者の体験や課題解決能力が問われるこ
とになり、ある意味厄介になった。 

文章で表現できたものは新設された「選択科目Ⅲ
の解答」と申請時に提出した「業務経歴票」だけ
であり、自分の書いたものを十分反芻し、論理的
に説明出来るようにしておくことがポイント。 

面接に向けて、内容を十分頭にたたき込み、自信
を持って口述できるよう練習しておく必要がある。 
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○試問事項が５項目から３項目に減少した。 

必須科目と選択科目に関する②「体系的専門知
識」や③「技術に対する見識」に関する項目が省
かれた。これらは筆記試験で解答済みという判断
と思うが、これは大賛成。 

 

○試問事項３項目いずれも６０％以上の得点が
必要。 
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合否判定基準 

１．筆記試験 

  合格適格者は選択科目及び必須科目の各々
の得点が６０％以上の者とする。 

  ただし択一式試験の成績が合否判定基準に満たない
場合、記述式試験の採点行わない（平成２７年度から） 

 

２．口頭試験 

  合格適格者は技術的体験を中心とする①「経
歴及び応用能力」、②「技術者倫理」、③「技術
士制度の認識その他」の得点がそれぞれ６０％
以上の者とする。 
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★試験対策 
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受検に際しての心構え 

■技術者としての高い志をもつ 
「科学技術の向上と国民経済の発展に資する」技術士法第一章総則、第一条目的より 

「技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、 

その他その資質の向上を図るよう努めなければならない」技術士法第四章技術士な 

どの義務、第四十七条の二 技術士の資質向上の責務より 

 
■障害の排除 

仕事の忙しさ、分野の違いなど言い訳にならない 

 

■プライドを捨てる 

こと、受検に際しては邪魔（資格がなくても仕事はできるという人がい 

るが、仕事はやって当たり前。技術者は技術研鑽が必須） 

 
■継続 

受験回数は問題ではない。合格は継続的な技術研鑽の結果である。 
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（１）必須科目Ⅰ ３０点 

■試験方法は択一式であり、２０問題のうち、１５問題を
選んで解答する。 

 

■「技術部門」全般にわたる専門知識を問うもの 

 

■ 「技術部門」における不可欠な技術、社会的に重要な
キーワード、業務における関連法規・制度等に対する
専門知識を問う 

 

■環境基準、関連法規、雑誌など幅広く目を通しておく 
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筆記試験対策 



★必須科目過去問キーワード（平成２５年、２６年） 
 

水質資源、環境基準（水質汚濁）、地球温暖化対策、 

再生可能エネルギー、水質保全、ＰＦＩ法、水源の水質保全、 

水の衛生学的安全性、東日本大震災、 

水質指標（ＳＳ ＤＯ等）、水質指標（ＢＯＤ ＣＯＤ等）、 

環境基準（地下水水質汚濁）、高度浄水処理、水道法、 

給水栓水、新水道ビジョン、水源、沈殿機能、小水力発電、 

水道事業ガイドライン、水道の水管橋、水処理、浄水処理、 

配水管の布設、超音波流量計、消毒、 

流域別下水道整備総合計画、下水道のポンプ施設、 

計画下水量、計画放流水質、巨大な津波、 

処理場やポンプ場における臭気対策、標準活性汚泥法、 

下水道管渠、生物学的窒素除去法、腐食対策、活性汚泥、 

合流式下水道改善、嫌気無酸素好気法、下水道施設計画 
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★必須科目一般的キーワード（参考） 
 

○上水道分野における解決すべき課題 

トリハロメタン、クリプトスポリジウムなどの生物問題、 

窒素、リンや有機物が潜在的な要因となっている異臭味、 

有機物が潜在的な要因と考えられる高ＰＨ問題、 

環境ホルモン、経営問題、人材確保、民間活力の導入、 

（実現性のある技術的対応策） 
モニタリング体制の強化、流域監視システム、 

自動測定機器の導入、広域化、多様な凝集剤の使用、 

高度浄水処理（生物処理、オゾン処理、活性炭処理、 

膜処理）、紫外線処理、多様な消毒方法、 

発生汚泥の減容化、水のリサイクル、良好な原水の確保、 

環境基準や排出基準などの規制の見直し、 

21 



○下水道分野における課題 

高度処理、合流改善、都市内河川の水質改善、 

未普及地域の解消、健全な水循環・水環境構築の必要性、 

下水道計画の見直し、低コスト技術開発、地域間格差、 

財政的制約、費用負担、非特定汚染源対策、改築更新、 

雨水対策、住民との連携、経営問題、人材確保、 

民間活力の導入 

（実現性のある技術的対応策１） 
コスト縮減、ローカルルールの採用、人口減少化社会対応、 

下水道クイックプロジェクト、流域下水道、小規模下水道、 

ＭＩＣＳ事業、共同化、担体添加型循環消化脱窒法、 

ＳＰＩＲＩＴ２１技術、処理水の活用、汚泥処理の広域化、 

管渠布設費削減、新技術の採用、高度処理共同負担制度、 
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（実現性のある技術的対応策２） 
膜分離活性汚泥法、段階的導入、超高度処理、 

雨水滞水池、雨水各戸貯留浸透施設、完全分流化、 

サテライト処理システム、Ｎ－ＢＯＤ対策、 

平常時の河川水量確保、地域特性に応じた取排水系統、 

流入物質の把握（ＰＲＴＲ制度） 

23 



（２）選択科目Ⅱ（Ⅱ－１、Ⅱ－２） ４枚 ４０点 

 

Ⅱ－１ ２設問×各１枚 

■試験方法は記述式であり、４設問のうち２設問を選ん
で解答する。 

 

■「選択科目」に関する専門知識を問うもの 

 

■ 「選択科目」における重要キーワードや新技術等に対
する専門知識を問う 

 

■下水道計画、処理施設、管渠部門から出題される 
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★選択科目Ⅱ－１過去問キーワード（平成２５年、２６年） 

 

下水道長寿命化計画、経営基盤強化、 

合流式下水道の改善、下水道管渠の施工法、 

膜分離活性汚泥法、 

固形物滞留時間を活性汚泥法に用いることの意義、 

臭気発生場所とその防除、機械濃縮 
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Ⅱ－２ １設問×２枚  

■試験方法は記述式であり、２設問のうち１設問を選んで
解答する。 

 

■「選択科目」に関する応用能力を問うもの 

 

■ 「選択科目」に関係する業務に関し、与えられた条件に
合わせて専門的知識や実務体験に基づいて業務遂行
手順が説明でき、業務上で留意すべき点や工夫を要す
る点についての認識があるかを問う 

 

■「応用能力」とは 

  これまで習得した技術的裏付けに基づいて対処すべき
問題を正しく認識し、必要な判断や分析をして適切な業
務プロセスや留意すべき内容を説明できる能力 

添削して
もらう 
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★選択科目Ⅱ－２過去問キーワード（平成２５年、２６年） 

 

下水汚泥エネルギー技術の事業手法と地球温暖化対策、 

ストックマネジメント、 

窒素を対象とする高度処理化、下水道ＢＣＰの策定 
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業務の進め方や留意すべき事項等についての設問 

となっている。 
 



（３）選択科目Ⅲ １問題×３枚 ４０点 論文 

■試験方法は記述式であり、２問題のうち１問題を選ん
で解答する。 

 

■「選択科目」に関する課題解決能力を問うもの 

 

■ 「選択科目」に係わる社会的な変化・技術に関係する
最新の状況や「選択科目」に共通する普遍的な問題を
対象とし、これに対する課題の抽出を行わせ、多様な
視点からの分析によって実現可能な解決策の提示が
行えるか等を問う  

 

28 

添削して 
もらうしかない！ 



■ 「課題解決能力」とは 

  社会的なニーズや技術の進歩に伴い、最近注目され
ている変化や新たに直面する可能性のある課題に対
する認識を持っており、多様な視点から検討を行い、論
理的かつ合理的に解決策を策定できる能力。 

  （評価ポイントは、問題点の抽出・分析が適切に行わ
れ対処すべき要因が明確化されており、策定された対
応方針や対応策が適切かつ具体的で実現性があるか。
多様な視点からその効果まで検討されているかなど。） 
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■論文作成上の留意点 

 

○ 業務の概要報告書にならないように注意する。 

 

○ 問題、課題等の解決のために自分がどのように考え
て検討して、結果を導いたかを明確にする。 

 

○ 「ある課題に対して、数案を比較検討して最適案を選
定した。」という表現では、業務の概要書であって技術
士論文としては不十分である。問題となっている事項
の原因などを分析し、どのような考えで比較検討案を
選定し、どのような観点（創意工夫）で解決策（実現可
能）を選定したかを述べる必要がある。 

 

○ 「この種の業務は私に任せてください」というような意
気込みが必要である。 
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★選択科目Ⅲ過去問キーワード（平成２５年、２６年） 
 

浸水被害を軽減するための浸水対策、未普及地域の解消、 

人間の諸活動と水循環系との調和、 

ＩＣＴを活用した健全な下水道事業の運営 
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検討すべき課題の抽出や対応策の提案、その効果等について
問うものとなっている 



（１）準備及び注意事項 
■服装身だしなみに気をつける 

 

■試験室に入った時は、受験番号、名前の後に「よろしくお願い 

  します」と挨拶する。「おかけ下さい。」の言葉の後に着席。 

  入室時から採点される。 

 

■業務経歴票に記載した業務経歴の内容再確認（矛盾点がない
ように） 

  試験官が判りずらい質問をすることがあるが、聞きなおしてよ 

  い。（質問の意味確認とか、答える範囲をことわった上で口述 

  する等の処置）。口述の内容をゆっくり考えてから話し出すよう 

  にする。 

 

■受験の動機、印象に残った業務の概要、技術士に対する会社
の評価、現在行っている業務内容など整理しておく。 
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口頭試験対策 



■技術士となった場合の心構え 

 「その名に恥じないよう、より一層の技術を深めるべく 

 継続的に勉強をしていきたい。（“後進の指導に当た 

 る”等の答えは好ましくない） 

 自分が今後どのように技術研鑽していくか、考えをま 

 とめておく。 

 その他、現在努力している技術や将来計画等を整理 

 しておくのがよいと思われる。 
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（２）口頭試験 

①「経歴及び応用能力」 ６０点 

■筆記試験における答案について 

  選択科目Ⅲで解答した内容について質問を受ける 

  ので下記事項について、反芻しておくこと。 

  ○課題の適切性 

  ○技術的対応策について 

  ○対応策の適切性、実現可能性 

  ○多様な視点からの効果について 
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■業務経歴について 

  受験申込時に提出する「業務経歴票」は廃止になった

体験論文に代るものであり、まずここでしっかりと記述
しておく必要がある。と同時にその内容について自信
をもって口述すること。 

  記述する業務内容についてはおおむね次の通り。 

 

  ○当該業務での立場と役割 

  ○業務を進める上での課題及び問題点 

  ○あなたが行った技術的提案 

  ○技術的成果 

  ○現時点での技術的評価及び今後の展望 
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 ■業務内容記述と口述のポイント 

 

 ○主要な立場、主体的な役割が望ましい 

 ○課題と問題点は技術水準的に困難なもの、課題が 

  明確で意義のあるもの 

 ○提案内容は創意工夫が大切。専門的知見のもとに 

  なされたもの、または独創的なもの 

 ○課題解決で苦心した点（主体性・指導的立場から） 

 ○成果に実現性があるか、技術的妥当性 

 ○評価・展望が専門的知見に立脚したもの 

36 



②「技術者倫理」 ２０点 

③「技術士制度の認識」 ２０点 

■技術士法の概要 

 第１章 総則 

  第１条（目的） 

  この法律は、技術士等の資格を定め、その業務の適性を図り、  

     もって科学技術の向上と国民経済の発展に資することを目的とす 

     る。 

  第２条（定義） 

  “法定の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術に関する  

      高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研 

      究、設計、分析、試験、評価、またはこれらに関する指導の業務 

      を行う者” 
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第４章 技術士の義務等 

 ３大義務 

   ・信用失墜行為の禁止（第44条） 

   ・秘密保持義務（第45条） 

   ・名称表示の場合の義務（第46条） 

 ２大責務 

   ・公益確保の責務（第45条の２） 

   ・資質向上の責務（第47条の２） 
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■技術者倫理 

 ★技術士法 

  ・３つの義務：信用失墜行為の禁止、秘守義務、 

   名称表示の場合の義務 

     

  ・２つの責務：公益確保、資質向上の責務 

 

○技術者倫理に反する事件 

 三菱自動車のリコール隠し、建築士の構造計算偽装、 

 雪印乳業食中毒、シンドラーエレベータ事故、 

 六本木ヒルズ自動回転ドア事故、モンジュナトリウム漏れ 

 事故、東海村ＪＣＯ臨界事故、e.t.c 
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■ 技術士倫理要綱 

   【前文】 

    公衆の安全、健康、福利を最優先に考え、使命、社
会的地位、職責を自覚し、技術の研鑽に励み、中立・公
正を心掛け、選ばれた専門技術者としての自負を持ち、
本要綱の実践に努め行動する。 

  

   ・品質保持      ・専門技術の権威 

   ・中立公正      ・業務報酬 

   ・秘密保持      ・公正、自由な競争 
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■技術士制度  

 ① 技術士制度は「技術士法」（昭和３２年制定、昭和５８年全面改正）に基づき、

科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、
研究、設計等の業務を行う能力を有する者を認定することによって、科学技術
の向上と国民経済の発展に資することを目的として創設された。 

 ② 技術士は、医師や建築士のような業務独占資格ではなく、「技術士」という名称

を独占できる名称独占の資格。業務水準の高さに着目し、個別業務に適宜活用
されている。 

 ③ 技術士となるためには、以下に掲げる技術部門ごとに行われる試験に合格す

るとともに、登録を行うことが必要。平成２６年３月末現在、技術士登録者数は、
約８万人。土木分野における活用が進んでいるため、建設部門の技術士の割合
が高い。 

 

 （参考１）技術士の技術部門（２１部門） 

  機械、船舶・海洋、航空・宇宙、電気電子、化学、繊維、金属、資源工学、建設、 

  上下水道、衛生工学、農業、森林、水産、経営工学、情報工学、応用理学、生
物工学、環境、原子力・放射線、総合技術監理 
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■制度改善について 

★資質向上：継続教育〔CPD〕 

 

★技術者資格の国際相互承認 

   人、物、情報の国際化 

       技術者の国際的往来（流動化）に伴い、 

       技術者資格の国際的相互承認が大 

   ＡＰＥＣエンジニア（日本、米国、カナダ、韓国、香港、マレーシア 

   オーストラリア、インドネシア、フィリピン、ニュージーランド、タイ 

   シンガポール、中国台北、１３カ国） 

 

★質が高く、十分な数の技術者の育成、確保  

   現在、我が国の技術士の総数は約８万人と格段に少ない 
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■口頭試験受検時に必要なコミュニケーション能力  

 

  「わかりません」という回答は会話が途切れてしまうの 

  でコミュニケーションの観点からは大変都合が悪い。 

     例えば、「その件に関しましては経験がなく、また、勉 

  強不足で答えることができません。今後ますます勉強 

  して更に幅広い技術を身につけたいと思っております」 

  等の回答が望ましい。 
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継続は力なり 

 

 
 

 

                                ＥＮＤ 
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